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ともに支え合う地域のありかた 
 

第３章 

 

 

 

第１節 めざす地域福祉の姿（基本理念・基本目標） 

（めざす地域福祉の姿） 

 

 

 

 

 

 

第１章第３節でも述べたように、この基本理念は、平成１９年度策定第１期石巻市地域

福祉計画から継続して掲げているものです。石巻市がめざす「協働のまちづくり」の実現

のため、行政と住民がともにめざす地域福祉の考え方の根幹として、今後も掲げていきま

す。 

第２期計画より、地域での支え合いの考え方のひとつとして、自助・互助・共助・公助

の関係を示してきました。これらが相互に関わりながら、地域のニーズに合った取組を実

施することが基本理念の実現につながるという考え方です。 

【地域での支え合いの考え方（自助・互助・共助・公助）】 

 

 

基本理念：いつも自分らしく生きるために、 

みんなで支え合う地域づくり 

自身や家族による 

自助努力 
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公的な制度による 
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第２期計画では、自助・互助・共助・公助の考え方のもと、「まず、自分ができること

から考える」という自助のはたらき、「次に、隣近所や地域等でできることを考え、取り

組む」という互助・共助のはたらき、最後に「市や関係機関では、地域での取組を支援す

る」という公助のはたらきを、みんなで進める地域福祉の目標と取組として基本目標に掲

げてきました。 

また、自助・互助・共助・公助の考え方を根底におき、さまざまな人たちが住み慣れた

地域で最期まで暮らせるようにする仕組みが「地域包括ケアシステム」です。自宅等の住

み慣れた生活の場で、自分らしい生活が維持できるような仕組みを作り、各種サービスが

包括的かつ継続的に、個人の状況に合わせて提供されるべきであると考えています。 

 

以上のことから、石巻市では市民、地域、行政がそれぞれの役割を持ち、互いに協力し

合いながら生活を続けていく仕組みづくりに取り組んできましたが、具体的にどのような

取組を実施したらいいのか、第２期計画の基本目標を継承しつつ、宮城県地域福祉支援計

画（第 3 期）の支援施策の展開も踏まえ、第３期石巻市地域福祉計画における取組の方

向性を示し、基本目標としました。 

４つの基本目標をもとに、各地域が抱える課題や実情を踏まえて、取り組むべき施策を

明確にし、石巻市がめざす「協働のまちづくり」の実現へ向けて取り組んでいきます。 
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◆４つの基本目標 

（１）とも（１）とも（１）とも（１）ともに協力し支え合う地域づくりに協力し支え合う地域づくりに協力し支え合う地域づくりに協力し支え合う地域づくり    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

少子高齢化や核家族化等の生活形態の変化に対応し、障害のある人や認知症高齢者※、子ど

も、生活困窮者等が生活していくうえで、誰もが住み慣れた地域で持続可能な生活ができるよ

う、地域全体での支え合いが必要であるという考え方。 

そのためには、住民と関係機関をつなぐための調整機関が必要であり、地域が抱えるさまざ

まな問題の早期発見が求められます。同様に、地域内での災害発生時の支援体制の確立や、支

援が必要な人たちが安心して生活できる地域づくりが必要です。 
 

（２）地域福祉を担う人づくり（２）地域福祉を担う人づくり（２）地域福祉を担う人づくり（２）地域福祉を担う人づくり     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

地域福祉を推進していくため、地域住民一人ひとりがその担い手になれるという仕組みを構

築し、地域内での世代交代が円滑に行われるよう人材育成を行い、幅広い世代の人たちが関わ

りあい、福祉サービスを必要としている人の早期発見、及び適切なサービスへつなげられる仕

組みが必要であるという考え方。 

そのためには、福祉教育の活性化を図り、福祉のこころを持つ人材育成を実施し、福祉に関

わる人材の確保へとつなげる必要があります。同様に、ボランティアを行いたい人たちを適切

な活動へとつなげ、有事の際には、円滑にボランティア団体や NPO 団体を受け入れられるよ

うな協力体制が地域には必要です。 
 

（３）地域福祉サービスの基盤づくり（３）地域福祉サービスの基盤づくり（３）地域福祉サービスの基盤づくり（３）地域福祉サービスの基盤づくり    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

保健・医療・福祉部門が相互に連携できる体制を確立し、誰もが住みよいまちになるよう、

多様な人々の権利擁護対策及び生活困窮者への支援体制等、地域包括ケア体制を推進するとい

う考え方。 

そのためには、関係機関の協力体制が必要不可欠であり、それを取り巻く各種福祉サービス

の充実も必要です。権利擁護に係る関係機関のネットワーク体制を構築し、支援が必要な人へ

の適切な支援を円滑に行う必要があります。 
 

（４）（４）（４）（４）新たな地新たな地新たな地新たな地域コミュニティでの健康域コミュニティでの健康域コミュニティでの健康域コミュニティでの健康づくりづくりづくりづくり    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

仮設住宅等から復興公営住宅等へ住民が転居することにより、新たなコミュニティの形成や

既存の地域コミュニティへの新規加入等が行われ、それに伴う住環境及び生活リズムの変化に

対応すべく、新たな地域コミュニティの中で住民が健康にいきいきと生活できるよう支援を行

うという考え方。 

そのためには、新たな環境で生活する住民が抱える身体的・精神的問題について早期発見及

び支援が必要です。住民に対する生きがいづくりや健康づくりを支援し、地域に溶け込みなが

ら、健康でいきいきと暮らせる地域社会の実現をめざします。 
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第２節 支え合いの支援体制 

地域内にはさまざまな形で地域のために活動している人たちがいます。このような活動の積み重

ねが地域の支え合いへとつながり、「協働のまちづくり」の実現への一助となっています。 

 

 

 

地域に根差した福祉活動において、石巻市社会福祉協議会は、中核的な役割を担う団体とし

て位置付けられており、住民一人ひとりの福祉ニーズに対応し、みんなが住み慣れた地域で、

いつまでも安心して暮らせるまちづくりの実現をめざしています。 

その活動は「市民参加」を前提として、 各種在宅サービス事業、ボランティアセンター※事

業、世代間交流、福祉教育等、サービス提供や福祉のまちづくり事業を行っています。 

平成２５年４月より、震災以降、新たな地域コミュニティで住民が抱える福祉や健康、自治

会活動等地域のさまざまな課題に対して、総合的な調整活動を行う地域福祉コーディネーター地域福祉コーディネーター地域福祉コーディネーター地域福祉コーディネーター

（（（（CSCCSCCSCCSC））））※が設置されました。現在、石巻市では１３人の地域福祉コーディネーターが地域で

支援を必要とする人々の生活圏や人間関係等環境面を重視した支援を行い、地域再生のため

日々地域で活動しています。また、平成２８年から高齢者や介護保険の要支援者等を対象とし

て、社会的孤立の解消や健康保持、地域の支え合い体制の推進につなげるため、生活支援コー生活支援コー生活支援コー生活支援コー

ディネーター（地域支え合い推進員）ディネーター（地域支え合い推進員）ディネーター（地域支え合い推進員）ディネーター（地域支え合い推進員）※としても現行の地域福祉コーディネーターに兼務とい

う形で活動を行っています。 

ボランティアセンター事業として、地域で活動しているボランティア団体をサポートするた

め、ボランティアセンターの運営・管理を行っています。 

災害時には、災害ボランティアセンターを開設し、各種ボランティア活動を効率よく推進す

るための組織としての役割を担います。近年自然災害が多くなっていることを踏まえて、万が

一災害が起こったときに迅速かつ効果的に救援活動が行えるよう、事前の災害ボランティア※

登録制度を実施しています。 

 

 

 

ボランティア活動は一人ひとりの自発的な意志に基づき、金銭的な利益等の見返りを求める

ことなく、社会的活動等に携わる活動を指します。その活動は個人で行うものや、グループを

形成し、それらに所属して行う場合等多様な活動の方法があります。震災以降、石巻市でも増

加傾向にある NPO法人※も、ボランティアの力によってその活動が支えられています。 

（１）市社会福祉協議会の活動（１）市社会福祉協議会の活動（１）市社会福祉協議会の活動（１）市社会福祉協議会の活動    

（２）ボランティア団体・（２）ボランティア団体・（２）ボランティア団体・（２）ボランティア団体・NPONPONPONPO 法人の活動法人の活動法人の活動法人の活動    
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民生委員・児民生委員・児民生委員・児民生委員・児童委員童委員童委員童委員の主な活動としては、担当地域内の市民の実態や福祉ニーズを日常的に

把握する「社会調査活動」、地域住民が抱える問題の相談を受ける「相談活動」、社会福祉の制

度やサービスの内容や情報を地域住民に的確に提供する「情報提供活動」を行っており、地域

福祉の増進の重要な役割を担っています。 

平成28年度の一斉改選に伴い、復興住宅、新市街地の加配対応として復興枠を設けました。 

これにより新たに自治会、団地会が形成された新市街地から民生委員・児童委員の推薦があっ

た場合、民生委員・児童委員を配置することが可能となりました。 

図表３－１ 地区ごとの配置状況（平成２８年１２月１日現在） 

区 分 定 数 現 員 区 分 定 数 現 員 

石巻地区 17 （2） 17 （2） 釜・大街道地区 26 （2） 25 （2） 

住吉地区 35 （2） 33 （2） 河北地区 40 （2） 40 （2） 

門脇地区 ８ （2） 8 （2） 雄勝地区 11 （2） 10 （2） 

湊地区 22 （2） 20 （1） 河南地区 40 （3） 40 （3） 

山下地区 19 （2） 17 （2） 桃生地区 19 （2） 19 （2） 

蛇田地区 30 （2） 29 （2） 北上地区 11 （2） 11 （2） 

荻浜地区 9 （2） 9 （2） 牡鹿地区 19 （2） 12 （2） 

渡波地区 29 （2） 28 （2） 復興枠  22     0      

稲井地区 17 （2） 16 （2） 計 376（32） 334（32） 

単位：人 （ ）は主任児童委員を再掲 

 

 

地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター※※※※は、地域住民の保健医療の向上のため、介護、福祉、健康、医療等

さまざまな面から包括的に支援する役割を担う機関です。高齢者向けの介護予防教室の実施、

住民からの相談に応じ訪問等による実態把握調査、介護保険制度や福祉サービスへの適切な支

援等、福祉の増進に向けて幅広い事業を行っています。 

図表３－2 石巻市地域包括支援センター（市内１２か所に設置） 

名 称 担当地区 名 称 担当地区 

中央地域包括支援センター 石 巻・中 央 河北地域包括支援センター 河 北 

稲井地域包括支援センター 稲 井・住 吉 雄勝地域包括支援センター 雄 勝 

蛇田地域包括支援センター 蛇 田 河南地域包括支援センター 河 南 

山下地域包括支援センター 山下・釜・大街道 ものう地域包括支援センター 桃 生 

渡波地域包括支援センター 渡 波・荻 浜 北上地域包括支援センター 北 上 

湊地域包括支援センター 湊 牡鹿地域包括支援センター 牡 鹿 

（３）民生委員・児童委員の活動（３）民生委員・児童委員の活動（３）民生委員・児童委員の活動（３）民生委員・児童委員の活動    

（４）地域包括支援センターの活動（４）地域包括支援センターの活動（４）地域包括支援センターの活動（４）地域包括支援センターの活動    
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第３節 重点事項 

重点的に取り組むべき事項として、第２期計画に引き続き、下記のとおり３つの重点事項を掲げ

ます。 

 

 

 

 

第２期計画では、東日本大震災によって被災した地域のコミュニティ再生ということで、地域

福祉活動の基盤となる拠点づくりや新たなコミュニティの形成を重点事項としていました。今後

は、形成されたコミュニティの地域への定着化や活動に継続性を持たせ、被災した地区のコミュ

ニティを再生していくとともに、新たな市街地における早期のコミュニティ形成をめざします。 
 

 

 

 

 

第２期計画に引き続き、地域の実情に応じた柔軟なサービスの展開や見守り活動、重点事項１

で掲げたコミュニティの定着・活性化とともに地域内交流を促す仕組みづくりが重要と考えます。

市民アンケート調査内でも、困りごとが起こった際に、どこに相談したらいいのか、どんな支援

が受けられるのか等、適切な支援へのつなぎ方がわからないという声が多かったことから、市民

一人ひとりが適切な支援が受けられるようなネットワークの構築をめざします。 

 

 

 

 

 

「安心できるまちで暮らしたい」という声は、震災以降ずっと多くの市民の要望として、市民

アンケート調査の結果にも出ています。第２期計画でも謳われていましたが、より具体的な支援

体制を整え、市民の安心・安全を守る仕組みづくりを重点事項とし、平時、緊急時の両面から安

心を確保できる地域づくりをめざします。 
 
 

●重点事項１●重点事項１●重点事項１●重点事項１    ；；；；    コミュニティの定着・活性化コミュニティの定着・活性化コミュニティの定着・活性化コミュニティの定着・活性化    

（人同士をつな（人同士をつな（人同士をつな（人同士をつなげ継続性を持たせる）げ継続性を持たせる）げ継続性を持たせる）げ継続性を持たせる）    

●重点事項２●重点事項２●重点事項２●重点事項２    ；；；；    地域ネットワークの構築地域ネットワークの構築地域ネットワークの構築地域ネットワークの構築    

（困りごとを適切な支援につなげる）（困りごとを適切な支援につなげる）（困りごとを適切な支援につなげる）（困りごとを適切な支援につなげる）    

●重点事項３●重点事項３●重点事項３●重点事項３    ；；；；    安心できる暮らしの確保安心できる暮らしの確保安心できる暮らしの確保安心できる暮らしの確保    

（支援体制を確立し安心をつなぐ）（支援体制を確立し安心をつなぐ）（支援体制を確立し安心をつなぐ）（支援体制を確立し安心をつなぐ）    
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第４節 施策体系 

基本目標を施策として具体化するために、以下の体系に基づいて地域福祉を推進してい

きます。 

また、計画期間内に策定する分野別計画の市民協働の指針とします。 
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③
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新しい地域コミュニティの定着 

交流の場づくり 

安心安全な暮らしの確保 

生涯を通じた福祉学習の推進 

豊かな心を育む福祉教育の充実 

福祉従事者の人材育成・人材確保 

ボランティアやＮＰＯ法人による市民活動の推進 

保健・医療・福祉の連携による地域での支え合い
の仕組みづくり 

誰もが住みよい福祉のまちづくりの推進 

福祉サービスの質の向上と利用者への情報提供の
充実 

権利擁護体制の整備 

生活困窮者自立支援の推進 

心と身体の健康づくり 

生きがいづくりへの支援 

ともに協力し

支え合う地域

づくり 

（P.52） 

【重点事項】 【基本目標】 【基本方針】 

新たな地域コ

ミュニティで

の健康づくり 

（P.68） 

【基本理念】 


